
1 

 

Alternative Systems Study Bulletin 
 

メール版  第巻第号 （2022年 12月 12日） 

 

 メール版 ASSB を送ります。 

 ルネサンス研究所などの複数のメーリングリストに投稿しますので、これまで手に取っ

ておられなかった方々にも届くことになります。配信停止の手続きは、メールで連絡して

下さればいいのですが、メーリングリストのばあいは配信停止ができません。お手数です

が届いたら削除して下さい。 

 この小冊子は、1993 年から発行しています。最初は知的創造集団のネットワーク形成を

めざし、数人の同人で始めました。しかし、私が阪神大震災以降多忙になったこともあり、

第 4 巻（1996 年）からは私の個人誌として再出発しています。そのころは協同組合のシン

クタンクづくりをめざしていました。シンクタンクづくりは実現していませんが、以降隔

月刊で発行し、主要な論文はＨＰに掲載しています。 

メール版で発行したバックナンバーは、PDFファイルにしてＨＰの「バラキン雑記」のと

ころに掲載しています。ぜひご覧ください。 

 2015年度の『ASSB』の PDFファイル。 

   http://www.office-ebara.org/modules/weblog/details.php?blog_id=239 

 2016年度の分は次です。 

   http://www.office-ebara.org/modules/weblog/details.php?blog_id=240 

 2017～22年度の分は次です。 

   http://www.office-ebara.org/modules/weblog/details.php?blog_id=244 

 

メール版は拡散自由です。またいろいろな意見や異論があれば、メールでお知らせくださ

い

 
 編集 境 毅（筆名：榎原 均） 

 連絡先 〒600-8799  京都市下京区東塩小路町 京都中郵私書箱 169号 貿易研究会 

      ホームページ http://www.office-ebara.org/ 

メール   sakatake2000@yahoo.co.jp 

 購読料  無料 （カンパ歓迎） 

カンパ振込先（郵便振替） 口座番号：01090-5-67283 口座名：資本論研究会 

        他金融機関からの振り込み 店名：109 当座 0067283 
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はじめに 
 

 ルネサンス研究所関西の 1 月定例研究会で報告します。案内を掲載します。参加希望の

方は、下記のメールで申し込んでください。 

 

２０２３年 1月 21日午後 2時よりのウエブ研究会の案内 

テーマ 陣地戦のあたらしい理論 

報告者：境 毅 

陣地戦の古い理論は、グラムシの著作が翻訳された 1960年代初頭に、当時の構造改革派

によって日本に導入されたものです。 

グラムシの理論そのものは、ロシアと違い西洋では市民社会が発達し、資本や国家がそ

こに要塞を築いていて、プロレタリアートの権力奪取の階級闘争がロシア革命のようには

実現できず、市民社会で形成されている資本と国家の要塞を奪い返す闘いが必要だという

ものでした。 

構造改革派が導入した陣地戦の理論は、これとは違って、当時、日本では市民社会は実

現されていないという歴史認識があったために、市民社会での陣地戦によって市民社会を

作り出す、というものでした。あとは、当時の野党にとって、生協などの支持基盤を陣地

として位置づけるというとらえ方もありました。この場合は階級闘争の主力部隊があり、

それを支える陣地という意味くらいでした。 

陣地戦の新しい理論とは、私が昨年 10 月頃に気づいたもので、『季報唯物論研究』誌に

寄稿した「階級闘争の理論から陣地戦の理論へ」が最初の定式化でした。それは、現代に

おける階級闘争は、資本や国家に対する抗いとして、日常的に闘われており、この抗いは、

階級闘争の理論では認識できず、現実の抗いに即した理論を新しく作り出す必要があると

いう提起でした。それを陣地戦のあたらしい理論と表現しています。 

今回は、この寄稿論文以降に判明してきた陣地戦のあたらしい理論について報告します。 

『季報唯物論研究』寄稿論文は次で読めます。 

https://www.cultural-wisdom.com/_files/ugd/ac6998_3908c03865c144d68f4cd2c52722

9fe9.pdf 

 

 今回はウエブ参加のみです。参加希望の方は、ルネ研関西事務局茂木まで連絡してください。

メールは次です。 

yougattamove@gmail.com 

 

 今号のトップは、「雤宮昭一の協同主義論に学ぶ」です。この文書は、縮小社会研究会宛

てに、超党派の議員連盟結成に向けた政策提言作成をめざして作成されました。 

この間日本の安全保障について調査研究してきました。階級闘争の理論からすれば、自

国政府の打倒ですから、安全保障は関心の外にありました。しかし、陣地戦のあたらしい

理論からすれば、安全保障についても対米従属ではない外交路線の提起という課題が見え

てきます。『協同組合運動研究会報』326号では、「新たな戦争状態に対応する新たな知、新

たな運動 文明フォーラム＠北多摩講演会報告」というタイトルで雤宮昭一さんの講演記

録を掲載しました。これは本誌には掲載できませんので、前書きと編集後記を掲載してお

きます。 

 

（まえがき） 

今回は 10 月 16 日に行われたウエブ研究会の報告です。報告者の雤宮昭一さんは、茨城

大学、独協大学名誉教授で、ご著書には、『戦時戦後体制論』（岩波書店）、『占領と改革』（岩

波新書）、『協同主義とポスト戦後システム』（有志舎）など多数あります。文明フォーラム

＠北多摩には、私も報告させてもらったことがあり、また、会報 320 号の工藤さんの報告

https://www.cultural-wisdom.com/_files/ugd/ac6998_3908c03865c144d68f4cd2c527229fe9.pdf
https://www.cultural-wisdom.com/_files/ugd/ac6998_3908c03865c144d68f4cd2c527229fe9.pdf
mailto:yougattamove@gmail.com
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も、このフォーラムでのお話でした。（研究会事務局 境 毅） 

（編集後記） 

 「基礎から考える日本の安全保障」というテーマで、この分野では初学者の私が五里霧

中の中で、5回の連載を続けてきました。こうした中で、日本国が、政府と米国との安全保

障条約での日本政府の密約によって、安全保障に関しては憲法を超える拘束力のもとに置

かれていることが判明しました。ということは 9 条を守る護憲の立場では通用しない事態

が存在するということです。このような事態の解明のあと、日本国がどうすべきか、とい

う問題に今回の報告は直結しています。尐し長い報告ですが、討論については、省略した

部分もあります。新しい問題提起が多々なされており、みなさまのこの議論へのご検討と

ご参画に期待しております。  境 毅 

 

 この会報の編集過程で、雤宮昭一の諸著書を改めて読み直し、以前に協同主義の提起に

抱いていた違和感について理解しました。それは、私自身が生活協同組合の設立運動に関

わったことで、私の協同主義とは、協同組合主義だったということでした。それは協同組

合を主体としてよりましな社会をめざすものでしたが、雤宮の提起は、地域の住民を主体

として見る立場だったということです。この気づきによって、生協自体が巨大な組織にな

っていて、その多数派が体制順応となっている中で、協同主義の主体を協同組合から地域

住民に求める視点のほうが優れていると感じたのです。 

 それで、その後、既読だった『戦時戦後体制論』（岩波書店、1997年）だけでなく三冊の

主著の残りの『総力戦体制と地域自治』（青木書店、1999年）と『近代日本の戦争指導』（吉

川弘文館、1997年）をとり寄せて読み始めています。 

今回掲載した「雤宮昭一の協同主義論に学ぶ」は、まだ二冊の主著の未読の段階で作成

したものですが、歴史を螺旋的発展過程とみなし、協同主義と自由主義が交互に現れ、現

在は自由主義から協同主義への転換期にあるということと、日本の場合、この転換が政治

的支配者側の「自己革新」によってなされてきたということを地域住民の政治参加の実証

的分析を踏まえることで証明した成果は、研究に値するものだと感じています。 

現在の私の問題意識は、大正デモクラシーから昭和の大政翼賛会結成に至る総力戦体制

への移行が、現在のウクライナ戦争の拡大のなかで、日本で繰り返されるのではないかと

いう問題意識で雤宮の主著を読んでいます。歴史は繰り返すと述べたヘーゲルを引き合い

に出して、マルクスが二度目は茶番に終わると述べていますが、このことを実証できれば

と考えています。というわけで、今回の文章は、雤宮昭一研究事始めという意味で受け取

ってください。 

次に、「階級闘争の理論から陣地戦の理論へ」の続きを同誌に寄稿した論文「陣地戦のあ

たらしい理論」を掲載します。これは、自身のこの間の実践の振り返りです。字数制限が

あり、末尾に陣地戦のあたらしい理論の大枠を書きましたが、それを引き継いで 1 月のウ

エブ研究会の報告を準備中です。 

 最後は、文化知普及協会基礎講座第三講第三部報告で、テーマは「日本の安全保障と陣

地戦の課題」です。基礎講座は、戦争の始まる前に構想したもので、戦争によって内容が

激変してしまいました。それでもともと基礎講座で予定していた内容を別途、「若者たちへ」

というコンセプトで新たに再提起する予定です。 

 ところで、北朝鮮ミサイル発射や、ペロシ訪台に抗議した中国の軍事演習などで、米国

は東アジアでの緊張を作り出そうとしています。朝鮮戦争が休戦中でのこの事態を理解す

る基礎知識として、1950 年 7 月 7 日の国連安保理決議とこれに対応した日本政府の見解を

紹介しておきます。（本文でもこのアクセスについて紹介しています） 

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E5%

85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084 

 

外務省 HP「朝鮮国連軍と我が国の関係について」 

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html 

雨宮昭一の協同主義論に学ぶ 
 

2022年 11月 26日 境 毅 

 

１．表 1・2 

 

 後掲の二つの表（別途添付しておきます）は、雤宮昭一『協同主義とポスト戦後システ

ム』（有志舎、2018 年）からコピーしたものです。表 1 の方は、『占領と改革』（岩波新書、

2008 年）や『戦後の超え方』（日本経済評論社、2013 年）にも上げられていて、それまで

の諸著書で述べられた事柄をまとめたものです。これらの表のキー概念は、自由主義と協

同主義で、これらが交代する歴史として戦前戦後体制を読み解き、そのうえで次のシステ

ムの構想を描いていることです。 

 さらに、表 1 の現代Ⅲと、下の五つの項目が空欄になっています。その意味はこれを見

た人々に、空欄を埋めることを求めているのです。この表は、縮小社会研究会の呼び掛け

文が出されたのが 2008年のことですから、同時代に作成されています。研究会の定款には

政策提言の策定も入っていますので、この空欄を埋めていくことは、研究会の趣旨にもか

なうと考えています。 

 なお、『協同主義とポスト戦後システム』第 1章は、獨協法学に発表されたもので次から

ダウンロードできます。 

https://dokkyo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_v

iew_main_item_detail&item_id=540&item_no=1&page_id=13&block_id=17 

 

 また、「『協同主義とポスト戦後システム』再論」という論考がありました。次で読めま

す。 

 file:///C:/Users/user/Downloads/P-095-C43-13-4%20(4).pdf 

 

 

２．雨宮昭一の方法論について 

  

私は数年前に『戦時戦後体制論』（岩波書店、1997 年）を読んだときに、「協同主義」の

とらえ方に違和感を感じていました。今から考えれば、私が依拠していたのは協同組合を

主体とみなす協同組合主義で、雤宮が問題にしていた協同主義は、住民を主体とみなすも

のでした。協同組合が発達し、今日の社会で大きなポジションを占めるようになっている

現在、この組織が協同主義の推進母体になれるかどうか微妙なところです。むしろ、地域

住民の協同主義への目覚めと実践があって初めて、大きな組織もよみがえるのではないか

と最近は考えています。 

 次に雤宮の二つの著作から、序文で開陳されている方法論を紹介します。それは私が最

近構想している人類学的知性で現代社会を斬るための方法論的武器になるのではないかと

考えています。 

 

３．『協同主義とポスト戦後システム』（有志舎、2018年） 

 

はじめに 

 「転換期とは何であろうか。個人としてみればこれまで生きるために前提としていた諸

要素が変わる時期であろう。例えば低成長で財政難で尐子化、高齢化の中で一人だけで人

間が生きていくことになりつつあるのは最近起きたことである。そこでは国際関係も国内

政治も経済も社会もみんな変わる。辞書では転換期とは運命の分かれ道、ターニングポイ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html
https://dokkyo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=540&item_no=1&page_id=13&block_id=17
https://dokkyo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=540&item_no=1&page_id=13&block_id=17
file:///C:\Users\user\Downloads\P-095-C43-13-4%20(4).pdf
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ント、変わり目、重要な局面、節目などと説明されている。 

 本書はその転換期を戦後体制システムからポスト戦後システムへの移行期と考え、以下

の三点を考えようとするものである。 

 第一は第二次世界大戦、戦後の高度成長期を経て、これまでと異なる事態、すなわち冷

戦後の世界秩序の形成、低成長、財政難、尐子化、高齢化、格差そして予想される財政破

綻などこれまでの自由主義や経済成長以外のどんな方法によって対応し解決するのか。 

 第二はアメリカに頼らず非軍事的な方法によって、例えば中国や北朝鮮（朝鮮民主主義

人民共和国）の“力づく”の在り方なども含むアジアにおける現実的共生をいかに築いて

いくか。 

 第三にはこれまでのような経済成長もなく、人口も増えない中で地域の持続、自立はい

かに可能か。」（ⅰ～ⅱ頁） 

第 1章 戦後の超え方と協同主義 

     ――協同主義研究のための見取り図の一つとして 

 「私は協同主義を、非営利、非政府・非国家の思想、国際関係、政治、経済、社会、哲

学、運動、組織にわたるものと考えていて、それをアジアとか宗教とか政治とか歴史とか

に即して、どんなふうに考えられるか、考えられてきたか、そして後でのべつ現在の戦後

体制からポスト戦後体制への移行との関連でどのような位置と方向性と内容を持つかとい

うことをお話しして、皆さんからの色々なご教示を賜れればと思います。」（2頁） 

第一の問題提起 歴史を螺旋的循環過程とみる 

 「これまでの一直線の進歩の歴史自体が行き詰まり、その見方では次のモデルが見えな

い事態が現出したことです。ということは、歴史を螺旋的循環過程として見ることを要請

します。本稿でいえば、歴史を自由主義と協同主義という軸で見れば 1920年代――相対的

に自由主義、1940年代から 50年代――協同主義、1950年代後半から 1990年代――新しい

自由主義、と言えますが、現在多くの論考はそのあとのモデルが不明です。しかし私はこ

のあとそれまでの過程の内容をうちにふくんだ新しい協同主義が歴史的に予想できると考

えます。」（3頁） 

第二の問題提起 

 「普通の人の生活に即して問題を考えることです。普通の人々の生活の場にこそ、世界

の動きの最も先端が現れているのですが、当然ながらそれはまだアカデミックな対象にな

っていません。こうした、アカデミズムの対象になる以前の普通の不とびとの生活に即し

た問題を、いわば精錬させてアカデミズムの対象に入れれば、アカデミズムの先端になる

と私は考えて研究し、これまでいろいろな本を出してきました。このことは、学問におけ

る諸用語の従来の定義の再定義を迫ります。」（3～4 頁） 

第三の問題提起 

 文明というメガトレンド、超長期的な視点だが、「もう尐しミドルレベル、ミドルレンジ

のところで問題を考えています。つまり中期的な、中間的なところで考える、これが物事

を考える時に実践的な意味をもつわけであります。」（4頁） 

第四の問題提起 

 普通の人の生活の仕方を考える、研究者としてそれを見ると非常にわからないことがあ

る。 

 格差の問題、1960年代の格差と現在の格差との違い。 

 「衣食住の最低限は制度的にも経済的にも制度にアクセスできれば充足された上での格

差」（5 頁） 

 インターネットのコミュニティづくりにはたす役割、など。 

 

４．『戦時戦後体制論』（岩波書店、1997年） 

 

序 
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 「『パンドラの箱』は、通常、多くの災いを出現させてしまう、と解されている。筆者は

これまで、統帥権独立制度の近代分業の論理としての側面、その意味では『天皇親政』と

いう側面もふくめて、それがまぎれもなく『近代の発明品』であること、また既成政党の

強さを『既成勢力の自己革新』として分析したこと、そのうえで四潮流を提起し、そして

総力戦体制は日本社会を不可逆的に変えたこと、などを明らかにしてきた。すなわち、政・

軍関係、中央―地方関係に即した政党史、近代日本における政治と社会関係の分野におい

て、従来の研究では明らかにされていなかった諸側面を指摘してきた。つまり、多くの“災

い”をもたらしてきたのである。しかし『パンドラの箱』の本当の話は、その箱の中にた

った一つのもの――希望が残されたこと、およびそれと災いとの関係にある。筆者は、大

多数の人々が、自立的・自治的に社会秩序・政治秩序を作り、運営するという“希望”を

有しており、そのための条件・場・主体が歴史的にどのように準備されたか、を究明する

ことを、一貫して意図している。」（ⅴ頁） 

本書の意図と方法 

 「“われわれはどこからきて、どこにいて、どこにいくのか”という問いは、いつの時代

にも発せられる。冷戦体制が崩壊し、日本国内では一党優位体制が崩壊し、企業中心社会

が崩壊しつつあり、かつ、その後の方向が未だ見えない現在においてもまた、その問いは

切実である。」（ⅵ頁）＝筆者の規範的方法 

 「“歴史は現に存在する材料によってしかつくられない”としても、その“材料”は歴史

的に、すなわち人間の実践と意識、しかも多くの場合当事者が自覚しない機能を持つ実践

と意識によって成り立っているものであるから、可視的であることは自明ではない。従っ

て材料を可視的ならしめるには一定の操作が行われなければならない。その操作が、方法

と呼ばれるものに他ならない。そしてその方法の源はその材料自体の中にある、と筆者は

考えている。すなわち“固有の対象には固有の方法を”である。本書では前述の規範的方

法、内外諸システムの連関としての体制論、および政治社会史、という三つの方法を使用

したい。」（ⅵ頁） 

本書の構成 

 「日本の敗戦過程でイニシアティブを握った政治潮流と、総力戦体制によって変革され

た社会が、占領及び占領改革の初期条件となる。占領改革は、右の社会との関連で総力戦

体制と真っ向から対立すると従来考えられてきたが、実は総力戦体制の社会変革の方向を

引き続き完成させたのではないか、その意味で占領期改革は戦後の『原点』ではないので

はないか、吉田茂らの占領期の政治家たちは、引き続きその変革・改革に抵抗したのでは

ないか、などの問題を扱うのが第二部第三章である。」（ⅹ頁） 

 「一方、総力戦体制と占領改革による変化はいかなる社会を 1950年代日本においてつく

ったか。・・・しかし、ポスト戦後体制を考える場合にも、また社会を営利組織と非営利領

域に分けて明らかにする方法にとっても示唆的な、民主主義の制度の下で、かつ国家から

も資本からも自立した多様な社会空間のある、近現代の日本には前にも後にもない固有な

社会であり、これを扱うのが第五章である。」（ⅹ頁） 

 「社会の次元でいえば、総力戦体制に続く第二の重化学工業化と社会の平等化という要

請を背景とした、国家による“専制”の下で社会が均質化・平準化されたとすれば、戦後

体制においては『企業中心』、言い換えれば社会内部の営利の原理、営利領域の“専制”の

もとに社会が一元化されていった。同時に、以上の均質化・平準化・一元化は、諸主体の

国民化でもあった。しかし突出した重化学工業化は、さらに経済を第三次産業に移行させ、

営利領域からも非営利領域からも、その一元化と国民化を自明とすることを不可能にさせ

つつある。 

 以上の如く、戦後体制の形成過程（過程は結果も含む）は同時に、その崩壊過程の内容

と形態を規定する。それをふまえてはじめて、戦後体制の崩壊後は、国際的には世界の非

軍事化、社会的には非営利領域の拡大、脱国民化＝脱近代化、脱均質化＝多様性・自立性、

政治的にはそれらを前提とした多党制、などを一つの例とする多様な体制が、総力戦体制
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からも戦後体制からも“自由”に構想されるだろう。本書は人々のその自由な構想の“材

料”を提供するに過ぎない。」（ⅺ～ⅻ頁） 

表１ 

 
 

  

表 2 
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陣地戦のあたらしい理論（季報『唯物論研究』寄稿論文） 
 

                    境 毅（筆名榎原 均）（文化地普及協会） 

 

階級闘争の理論を括弧に入れ陣地戦の理論の解明へ 

 私は 1 年前に、本誌 157 号に論文「階級闘争の理論から陣地戦の理論へ」を寄稿し、そ

こで、現在の重要で主要な闘いは陣地戦であり、それは階級闘争の理論では指導できない、

という認識を明らかにしました。以降 1年間の経過のなかでの私の実践について報告して、

今回の特集の一端を担いたい。 

 陣地戦の理解にもいろいろあり、私は今日の日本での陣地戦は、市民社会に、資本と国

家官僚の強固な陣地が築かれていて、人々を臣民化しており、これに抗う人々が大勢いる

ものの、その戦線は、官僚と資本、およびそれらによって臣民化された周りの人々によっ

て、分断され孤立させられているという認識から出発しています。そしてその原因の一つ

に左翼諸党派が、階級闘争の理論で自らを武装していて、今日の陣地戦について認識でき

ていないだけでなく、またそれに必要な理論について無関心であることをあげることがで

きます。 

 かく言う私も、80 年代後半に政治運動から社会運動に転身し、以降陣地戦を闘っている

という意識を持っていましたが、昨年の論文を仕上げるまでは、自らの陣地戦を階級闘争

の理論によって位置づけようとしていました。 

 この一年間、階級闘争の理論を括弧に入れ、陣地戦それ自体の分析と、その発展方向を

考えていく中で、一定の結論を得ています。それは最後のまとめで取り上げるとして、こ

の間の陣地戦の実践的取り組みを紹介していきましょう。 

 

社会的連帯経済の日本型モデルの発見 
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 社会運動の目標としてより良い社会を創造するため、社会的連帯経済の創出が課題とな

っています。私は、2005 年に共生型経済推進フォーラムに関わって以降、この経済のヨー

ロッパモデルを日本に移植しようと努力てきました。しかし、15 年に及ぶ活動にもかかわ

らず、成果が挙げられず、結局移植ということ自体が無理ではないかと気づきました。そ

して社会的連連帯経済の日本型モデルが存在することに気づき、全国に散在するこのモデ

ルを発掘し、互いに連携できるような方向性を求めて、2021 年末には陣地戦研究会を提案

してきました。そしていくつかのモデルを発見してきています。 

 

戦争に抗う陣地戦 

 ところが今年の 2 月になって戦争がはじまり、これにどう対応するかが問われ、私とし

ては、この戦争を人類最後の戦争にしようという覚悟で、戦争に抗う陣地戦の展望を探求

してきました。左翼の立場からすれば、自国帝国主義の敗北であり、自国の安全保障など

考えたこともないという人が多いでしょう。ただ、私は、1969 年から数年間、革命戦争を

起こそうとしていたこともあって、戦争論それ自体はそこそこ研究していました。それで

まずは、人類学的知性による戦争の文化の克服という課題を掲げて現代の戦争論の文献に

あたり、抜粋を作成し、報告しました。そしてそこからの結論は、軍産複合体に対して陣

地戦で抗うことでした。とりあえずは、10 冊以上翻訳されている軍産複合体を批判してい

る文献の要約を作成し、誰もが読めるようにネットに公開することを考えています。 

 なぜ人類学的知性が必要かといえば、現代の学問分野で戦争論という講座はありません。

戦争はさまざまな学問分野の総合的な研究によって解明されるべき事態です。また、私が

ここで人類学的知性と名付けたのは、学問分野で細分化された個々の人類学というジャン

ルを指しているわけではありません。そうではなくて、すべての学問分野を包括し、かつ、

科学や技術といった文明の内実なども文化ととらえ、それでもって現代社会を解明しよう

とする立場です。故グレーバーが『負債論』（以文社）で展開したように、現代社会を人類

学の対象とするには、このような意味での人類学的知性が求められているのです。 

 

日本の安全保障における対米陣地戦の準備 

 そのあと、戦争の文化が満開の日本の現状で、「基礎から考える日本の安全保障」という

テーマで研究を始めました。最初は自衛隊の歴史に取り組みましたが、途中で日米関係の

研究に変更し、矢部宏治『日本はなぜ戦争ができる国になったのか』（集英社インターナシ

ョナル）に刺激されて、対米従属に抗う陣地戦にとって不可欠の資料として「対日米国外

交文書資料集」の発刊を提案しています。資料集の内容は、ＧＨＱの占領下の米国の外交

文書、講和条約の交渉過程、その過程での密約、60 年の安保改定の交渉過程、等の当時の

対日米国外交文書の資料です。これらはアメリカ公文書管理局が公開しており、だれでも

アクセスできます。しかも、これらの文書は現在も効力を有していて、今日の日米関係を

規定しているのです。 

つまり、これらが日本国憲法を超える法的強制力を持って、現在も日本政府を拘束して

いるのです。日本政府はこれらの文書について、自らもその片棒を担いてきたという経過

から、国民には隠しておきたくて、その周知徹底を怠ってきています。そのことによって

対米従属が、あたかも自然現象のように日本国民に意識されているのです。 

 2009 年の民主党政権の経験は、政権を取っても対米従属からの脱却は困難であることを

示しました。そうであれば、対米従属の克服を選挙公約にあげるだけでなく、日常生活に

おいてその脱却のための抗いを準備しなければならないのです。そのためにはまずはいま

だかつて提示されたことのない不可視の法体系を可視化しなければならないのです。 

 この資料集は、現在は不可視である憲法を超える日米間の法体系の可視化が目的ですが、

それにもとづいて初めて、この法体系の歴史的正当性や、現時点での妥当性をめぐる対米

外交交渉が可能となるでしょう。対米従属に抗う陣地戦の準備です。 
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陣地戦の新しい理論 

以上この間の私の陣地戦の取り組みを生の形で紹介してきました。最後に理論的なまと

めを試みておきましょう。 

まず、さまざまな陣地戦を把握する単一の理論はなく、さまざまな陣地戦は、それぞれ

の理論をもつ、ということです。階級闘争の理論にも様々な変種があるとはいえ、それぞ

れ単一理論による世界把握です。このような理論からは陣地戦は視野から消失してしまい

ます。 

必要なことは、諸理論によって裏付けられたさまざまな陣地戦の連携を構想することです。

理論の多様性を認め、実践の連携を追求することで、資本と国家の支配に抗する陣地形成

に寄与することができます。その際に差異を力にする組織論が求められるでしょう。階級

闘争の理論から決別した、人類学的知性による個々の陣地戦の解明と方針の提起が必要で

あり、これはまた自らの実践を対象として取り上げ、それによる理論の検証作業を不可欠

としています。 

 最後に階級闘争の理論にもとづく実践の限界を指摘することでこの短い稿を閉じること

とします。階級闘争の理論にもとづく実践は、政党結成に向かい、政党は機関誌紙を発刊

して大衆に対して宣伝・扇動します。その目的は政権奪取です。ソ連の崩壊はこのような

実践の限界を示しましたが、このソ連崩壊という現実を階級闘争の理論の検証にまで進め

た党派は、日本の野党や新左翼には皆無です。左翼にとって階級闘争の理論から陣地戦の

理論への転換をはかるためには、崩壊したソ連という現実の歴史的実践を対象とし、それ

を指導した階級闘争の理論を検証するところからしか始まらないでしょう。 

 それに対して既に現在の陣地戦を闘っている人々は、階級闘争の理論など知らずに自ら

の抗いを展開しています。彼らの実践に学んで様々で多様である理論を構築していくこと

が今日の左翼の課題ではないでしょうか。 

 （陣地戦にかかわる新しい理論については、文化地普及協会ＨＰ参照） 

 
 

文化知普及協会基礎講座第三講第三部報告 

日本の安全保障と陣地戦の課題 

  

文化知普及協会 境 毅 

 

目次 

 

Ⅰ．日本の安全保障の特殊性 

１．はじめに―基礎講座で解明してきたこと 

２．憲法第９条の果たした役割 

３．憲法を超える不可視の拘束力の存在 

１） 吉田・アチソン交換公文 

２） 60年安保改定期の基地密約 

４．沖縄をめぐる米国との抗いの歴史 

５．今後の課題 

 

Ⅱ．憲法を超える不可視の拘束力 

１．吉田・アチソン交換公文 

１）国連安保理決議第 84号（1950年 7月 7日）（矢部、183～4頁） 

２）吉田・アチソン交換文書（241～243頁） 

３）矢部の解読 
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２．60年安保改訂期の基地権密約 

１）藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との密約 

２）この密約に至る駐日大使と藤山外相と間の交渉過程 

３）行政協定と地位協定との対比 

 

Ⅲ．沖縄をめぐる米国との抗いの歴史 

はじめに 

１．第 2章 講和条約第三条と安保条約 

１）講和条約第三条 

２）講和条約第三条の成立過程 

２．第 3章 「三条失効」論 

１）先例としての「奄美返還」 

２）土地収用をめぐる国会論戦 

３．国連加盟と安保条約の改定 

４．沖縄返還 

 

Ⅳ．日本の安全保障の課題 

 

Ⅰ．日本の安全保障の特殊性 

 

１． はじめに―基礎講座で解明してきたこと 

 

この講座に参加されているみなさんへ 

次の言葉についての皆さんの頭にある概念を次のような概念に更新してください。 

 

① 陣地戦 

 現代社会の陣地戦とは、市民社会を圧倒的な力量で支配している資本と国家によって形

成されている陣地に対抗して、こちら側の陣地を創り出す抗いのこと。この抗いは政治運

動ではなくて社会運動である。 

 

② 市民社会 

 市民社会とは、資本主義的生産様式や、国家の部分的領域をも含んだ広い概念とする。

従来の市民社会と国家を分離する理解や、それをコミュニケーション関係に限定する狭義

な理解を退ける。このように捉えることで、市民社会での資本への抗いや、国家の経済的

機能（官僚に担われている）への抗いを理解することができる。 

 

③ 資本への抗い 

 資本による支配の秘密は、商品から貨幣の生成過程にみられる商品所有者たちの無意識

のうちでの本能的共同行為から解き明かされるべき。商品所有者たちは、商品というモノ

に自分の意志を預けることによってはじめて貨幣の生成を実現する。これが商品所有者た

ちが商品に意志支配される事態を生み出す。さらに、この貨幣生成行為は、一回限りのも

のではなくて、商品所有者たちが自らの生産物やサービスを値付けして市場に商品として

登場させる都度繰り返されている。だから市場がより高度な交易関係になると貨幣は死滅

する。 

 資本による意志支配は、この商品における意志支配の発展形態である。資本家も賃労働

者も、資本（資本は貨幣形態、商品形態、不変資本、可変資本等々の諸形態をともない、

かつ自己運動でこの諸形態を回転させながら自己増殖する価値）は、そのさまざまな局面

での物的姿態において、資本家と労働者の意志を支配する。 
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 商品・貨幣における意志支配も資本における意志支配も、人々はモノに意志を預けるの

で、これが意志支配とは意識されず、逆に自らの自由意思でモノをコントロールしている

という観念に支配されている。 

 これが資本に対する抗いの困難性をもたらしている。 

 

④ 国家とその官僚制への抗い 

 国家はその官僚制と税金によって、民間部分の事業に浸透し、日本では雇用労働者数で

民間よりも多くを占めるようになってきている。例えば、国家が旗を振って新規事業を創

生しようという試みは、敗戦後ならいざ知らず、今日では逆に日本経済の停滞をもたらす

原因となっている。まともな資本主義が求められているが、それを岸田のように上から作

ろうという発想自体が時代遅れだろう。 

 

⑤ 陣地戦の目標 

 当面はよりよい社会の創造であり、日本では資本と国家官僚に抗って、自治的な経済活

動を作り出すことである。ここでは陣地戦を力の源泉とした新しい政治の創造が問われる

が、この問題は次回の課題である。 

 

２．憲法第９条の果たした役割 

 

 憲法第 9条の条文は次の通りです。 

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争

と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを

放棄する。  

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、

これを認めない。」 

この憲法第９条に規定され、講和条約締結時の日本は、軍隊が存在しない国家の防衛を

どうするか、という難問に直面していました。 

日本政府の政策の変遷の具体的経過については、加藤典洋の諸著作で解明されています

が、ここでは、対米従属が政府自民党の基本政策として定着していく原因をまずは、憲法

を超える不可視の拘束力に求め、その存在を解明します。本報告Ⅱ．での資料のまとめを

ここでつけておきます。 

 

３．憲法を超える不可視の拘束力の存在 

 

１） 吉田・アチソン交換公文 

 

① 国連安保理決議 

いまも生きている 1950年 7月 7日の国連安保理決議 

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E

5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084 

 

 この決議は、50 年 6 月に始まった朝鮮戦争に対して、アメリカが朝鮮国連軍を組織した

時のもの。朝鮮戦争は停戦中なので、講和が成立するまで、決議は有効である。 

② 吉田・吉田・アチソン交換公文 

 これはプラザホテルでのサンフランシスコ平和条約締結後、米軍基地に移動し、吉田首

相ひとりが安保条約にサインするが、その後に署名した文書で公開されていない。 

 安保条約の原案と、後に吉田・アチソン交換公文を名づけられた書簡の原案は、1951 年

2 月 2日から始まるダレスとの平和条約と安保条約との交渉の最終日、2月 9日に提示され

https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084
https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%B1%BA%E8%AD%B084
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ていた。このときの交渉で、平和条約、安保条約だけでなく、日米行政協定と日米合同委

員会の設置が合意されていた。 

 ポツダム宣言は講和後の占領軍の撤退を掲げていたが、日米両政府は、憲法 9 条で軍備

を持てない日本の安全保障のために、占領下と同様の米軍基地を日本と沖縄に置き続ける

ための法的な措置を編み出そうと努力していた。 

 1950 年の安保理決議は、極東の戦争状態のもとでの日本の安全保障を規定したものであ

るが、吉田・アチソン交換公文によって、それが今日まで継続されることとなった。 

 外務省 HP「朝鮮国連軍と我が国の関係について」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html 

 

２） 60年安保改定期の基地密約 

 

① 藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との密約 

 安保改定後も米国の基地権はそれまで同様に継続されるという密約。 

② この密約に至る駐日大使と藤山外相との間の交渉過程 

 日本の場合、交渉に関して議事録も作らず、関係者に周知することもないが、米国では、

交渉ごとについても文書による報告義務があるようだ。それだけでなく外交上の極秘電報

まで、30年後には公開される。 

 この電報で日本の当局の姿勢が描かれているが、これは自民党政治では一貫して変わっ

ていない。 

 タテマエとホンネ。見かけは平等な条約にするが、密約によって占領状態が継続されて

いる。 

 

４．沖縄をめぐる米国との抗いの歴史 

 

 この項目については資料に即して報告します。 

 

５．今後の課題 

 

1955年～1980年代末 対米従属の下での経済の高度成長 

 米国との貿易摩擦 

 為替の是正 プラザ合意 

1990年～現在 対米従属の下での経済停滞 

日本は今や国家破産の状況にある。これに対応できる緊急の政策提言が求められている。 

 

Ⅱ．憲法を超える不可視の拘束力 

 

１．吉田・アチソン交換公文 

 

１）国連安保理決議第 84 号（1950 年 7 月 7 日）（矢部、183～4 頁） 

 安全保障理事会は、大韓民国に対する北朝鮮からの武力攻撃は平和への侵害であると決

定し、国際連合加盟国が武力攻撃を撃墜し、その地域における国際平和と安全を回復する

ために、大韓民国に必要な支援を与えることを勧告し、 

 ① （略） 

 ② （略） 

 ③ 前記の安保理決議（82号と 83号）にしたがって兵力その他の援助を提供するすべて

の加盟国が、それらをアメリカ合衆国にゆだねられた統一指揮権にもとに利用させること

を勧告する。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/na/fa/page23_001541.html
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 ④ アメリカ合衆国に対し、それらの軍隊の司令官を任命することを要請する。 

 ⑤ 北朝鮮に対する軍事行動において、統一指令部が自身の判断によって国際連合旗を、

参加国の旗とならべて使用することを容認する。 

 ⑥ （略） 

 

２）吉田・アチソン交換文書（241～243 頁） 

  

国務長官から内閣総理大臣にあてた書簡 

 

書簡をもって啓上いたします。本日署名された平和条約の効力発生と同時に、日本国は、

「国連がこの憲章にしたがってとるいかなる行動についてもあらゆる援助」を国連にあた

えることを要求する国連憲章第 2条にかかげる義務を引き受けることになります。① 

 われわれの知るとおり、武力侵略が朝鮮におこりました。これに対して、国連およびそ

の加盟国は、行動をとっています。1950 年 7 月 7 日の安全保障理事会決議にしたがって、

合衆国のもとに国連の統一指令部が設置され、総会は、1951 年 2 月 1 日の決議によって、

すべての国および当局に対して、国連の行動にあらゆる援助をあたえるよう、かつ、侵略

者にいかなる援助あたえることも慎むように要請しました。連合国軍最高司令官の承認を

得て、日本国は施設および役務を国連加盟国でその軍隊が国連の行動に参加しているもの

の用に供することによって、国連の行動に重要な援助をこれまであたえてきましたし、ま

たいまもあたえています。② 

 将来は定まっておらず、不幸にして、国連の行動を軍事支援するための日本国における

施設および役務の必要が継続し、または再び生ずるかもしれません③ので、本長官は、平

和条約の効力発生後に１または２以上（＝単数または複数）の国連加盟国の軍隊が極東に

おける国連の行動に従事する場合④には、当該１または２以上の加盟国がこのような国連

の行動に従事する軍隊を日本国内およびその付近において軍事支援することを日本国が可

能にし、便宜をはかる⑤こと、または日本国と当該国連加盟国との間で別に合意されると

おりに負担することを、貴国政府に代わって確認されれば幸いであります。合衆国に関す

るかぎりは、合衆国と日本国との間の安全保障条約の実施細目を定める行政協定にしたが

って合衆国に供与されるところをこえる施設および役務の使用は、現在どおりに、合衆国

の負担においてなされるものであります。 

                        ディーン・アチソン 

1951年 9月 8日 

日本国内閣総理大臣 吉田茂殿 

 

 

内閣総理大臣から合衆国国務長官にあてた書簡 

 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、貴長官が次のように通報された本日付の書簡

を受領したことを確認する光栄を有します。 

 （アメリカ側の公文書がそのまま挿入されている） 

 大臣は、貴長官に敬意を表します。 

                   日本国内閣総理大臣外務大臣 吉田茂 

1951年 9月 8日 

アメリカ合衆国国務長官 ディーン・アチソン殿 

 

３）矢部の解読 

 アチソンからの書簡に①～⑤のしるしが入れてあり、それらの文書への批判が述べられ

ている。 

①について 
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 日本はまだ国連には加盟していないのに、加盟国の義務だけ負わされている。（240頁） 

②について 

 日本は自発的に国連軍を支援したと述べられているが、実際には占領下でＧＨＱの指示

に従って米軍を軍事支援しただけ。警察予備隊は空になった日本の米軍基地対策として、

命令によって創設された。（242頁） 

③について 

 朝鮮戦争以外の戦争でも国連の行動に対する軍事支援に協力する義務を負わされている。

（244頁） 

④について 

 ここがマッカーサー解任後の第一次修正で変更された部分で、「国連加盟国の軍隊が、極

東における国連の行動に従事する場合」日本が援助するという拡大解釈が可能なものとな

った。（244頁） 

⑤について（最大のトリック） 

 「最大のトリックは、現実には『支援される加盟国の軍隊』も『支援する加盟国』の軍

隊も、どちらも米軍だということです。・・・国連軍の名のもとに日本に戦争支援の義務を

負わせながら、現実に支援を受ける米軍は、国連からの拘束を一切受けずに、自由に軍事

行動を行うためでした。」（245頁） 

 

２．60 年安保改訂期の基地権密約 

 

１）藤山外務大臣とマッカーサー駐日大使との密約 

 1959年 12月 3日に合意した密約 

 ①日本国内における合衆国軍隊の使用のため、日本政府によって許与された施設および

区域〔＝米軍基地〕内での合衆国の権利は、1960年 1月 19日にワシントンで調印された協

定〔＝日米地位協定〕の第 3条 1項の改訂された文言のもとで、1952年 2月 28日に東京で

調印された協定〔＝日米行政協定〕のもとでと変わることなくつづく 

 ②地位協定のなかの「関係法令の範囲内で」という表現に関して、もし日本の法律が米

軍の権利をじゅうぶんに保障しない場合は、それらの法律の改正について、日米合同委員

会で協議する 

 矢部による要約 「在日米軍の基地権は、1960 年に調印された日米地位協定の第 3 条 1

項によって、それまでの日米行政協定の時代と変わることなくつづく」（69頁） 

 

２）この密約に至る駐日大使と藤山外相と間の交渉過程 

 マッカーサー駐日大使からワシントンにあてた極秘電報 

 かれ〔藤山外務大臣〕は、行政協定について提案をしてきました。日本政府は本質的に

いって、行政協定を広く実質的に変更するよりも、見かけを改善することを望んでいます。

その場合には、圧倒的な特権が米軍にあたえられ、実質的な〔改定〕交渉にはならないで

しょう＜1959年 4月 13日＞（71頁） 

 私は行政協定の実質的な変更を避けるよう、岸と藤山にずっと圧力をかけつづけてきま

した。岸と藤山はわれわれの見解を理解しています＜1959年 4月 29日＞（72頁） 

 

３）行政協定と地位協定との対比 

① 日米行政協定（1952年）第 3条 1項（後半） 

 合衆国は、また、前記の施設及び区域〔＝米軍基地〕に隣接する土地、領水および空間

または前記の施設及び区域の近傍において、それらの支持、防衛および管理のための前記

の施設および区域への出入りの便をはかるのに必要な権利、権力および権能を有する。本

条で許与される権利、権力および機能を施設および区域外で行使するに当たっては、必要

に応じ、合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。 
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② 日米地位協定（1960年）第 3条第 1項（後半） 

 日本国政府は、施設および区域〔＝米軍基地〕の支持、警護および管理のための合衆国

軍隊の施設および区域への出入りの便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合

同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設および区域に隣接し、またはそれ

らの近傍の土地、領水および空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものと

する。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要

な措置を執ることができる。（77～8頁） 

 矢部の批判 行政協定の「米軍が絶対的な管理をもつ」から、地位協定の「日本国政府

が、関係法令の範囲内で必要な措置を執る」への変更は見せかけ。１）の②によって、こ

れは行政協定と変わらないもとなっている。（80頁） 

 

Ⅲ．沖縄をめぐる米国との抗いの歴史 

 

＜この内容は、「基礎から考える日本の安全保障（第五回）日米関係の不可視の法体系の

可視化に向けて（下）沖縄をめぐる米国との抗いの歴史 豊下楢彦・古関彰一『沖縄 憲

法なき戦後』を読む」（『協同組合運動研究会報』326 号）に若干の増補を加えたものです。

＞ 

 

はじめに 

 平和条約締結後も沖縄は米軍の統治下におかれ、潜在的主権は日本にあるとされていま

したが、日本国憲法は適用されない、いわば占領の継続がなされました。この憲法を超え

る法体系に抗った歴史的過程をまとめ上げた著書、豊下・小関著『沖縄 憲法なき戦後』（み

すず書房、2018 年）での米国の統治に対する抗いの過程の要約をします。憲法が施行され

ている日本本土の憲法を超える不可視の拘束力と、憲法が施行されてはいなかった沖縄の

米軍統治への抗いを対比することで、教訓を引き出したいです。 

 

１． 第２章 講和条約第三条と安保条約 

 

１） 講和条約第三条 

 講和条約第三条は、独立後の日本の領土を定めた条文で、そこで沖縄の処理が定められ

ていました。まずは条文を上げておきましょう。 

「日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)、孀婦岩の南

の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国

を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のい

かなる提案にも同意する。 

このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領

域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有す

るものとする。」（『沖縄 憲法なき戦後』、42頁） 

この条文は、沖縄（琉球諸島）についてまずは合衆国が信託統治におくことを国連に提

案すること、この提案が行われるまでは、合衆国が占領時と同様の権力を行使すると定め

たものでした。 

 国連憲章は、第二次世界大戦の勝者である連合国（米・英・ソ、他）と、敗者である枢

軸国（日・独・伊）との間の戦後処理を含んだもので、そこにおいて戦勝国と敗戦国の地

位は明確に分けられていました。そして、信託統治についての規定も、枢軸国の植民地や

領土を処理する一つの方法として定められていました。 

（注） 

国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年 6月 26日にサン

フランシスコ市において調印され、1945年 10 月 24日に発効しました。 



17 

 

その前文は「われら連合国の人民は、」ではじまり、第 53 条と第 77 条には「敵国」

という文言があります。 

 アメリカが主導した国連は、植民地主義の排除を理念として掲げていて、戦勝国の植民

地にもこの効力は及び、戦勝国の多くの植民地はそれぞれの経過を経て独立して行きます。

さらに、中国で、社会主義を掲げた毛沢東が中華人民共和国を建国し、また、アジア・ア

フリカで植民地独立運動が展開される中で「東風が西風を圧する」という事態になってい

ました。 

 このような情勢の下で、沖縄で占領状態を続けることは、ポツダム宣言に違反すると同

時に、植民地支配という疑念を国際社会に抱かせます。まずは第三条がこのような形でま

とめられた経過を、豊下の著書に即してみていきましょう。 

 

２ ）講和条約第三条の成立過程 

 

冷戦による米国の政策転換 

沖縄に対する基本方針について、米国内部で深刻な対立がありました。「軍部やマッカー

サーは沖縄を日本から分離して米国の支配下におくべきと主張したのに対し、国務省は日

本への返還を求めた。」（同書、42～3頁）のでした。国務省の考え方の背景にあるのは、第

二次世界大戦が、ファシズム対連合国で、連合国は建前上植民地支配を否定していたこと

にあります。ポツダム宣言にも「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに吾等

の決定する諸小島に局限せらるへし」とあり、国務省は、沖縄は「諸小島」にあたるとみ

なし非軍事化して日本に返還すべきと主張していたのです。 

この対立は冷戦の始まりによって、変化していきます。国務省のジョージ・ケナンは冷

戦思考で米国の対日政策の根本的な再検討に乗り出しました。 

1948 年 3 月に日本を訪問し、沖縄も視察したケナンは、長文の報告書をまとめあげまし

た。そこでケナンは「『米国が沖縄に恒久的に施設を有する意思があるということについて

決断すべきである。そしてそれにしたがって、琉球の基地の開発を進めるべきである。国

務省は、諸島に対するわれわれの恒久的な戦略的支配を可能にするような国際的認可を確

保するという問題について、直ちに研究を開始しなければならない』と強調した。 

このケナン報告にもとづいて国家安全保障会議（ＮＳＣ）がまとめあげた、沖縄を『長

期的に保持する』『沖縄およぶ沖縄周辺での軍事基地の拡充』するとの文書を、トルーマン

大統領が翌 49年 5月 6日に承認した。こうして、米国による沖縄『長期』保有の方針が『国

策』となった。」（43～4頁） 

 

ダレスの潜在主権論 

沖縄の問題については、連合国の中でも、日本が沖縄の主権を放棄すべき、あるいは復

帰すべき、というように意見が割れていました。それを考慮して、ダレスは次のように述

べました。 

「最良の公式は、日本に潜在主権を残しつつ、米国を施政権者とする国連信託統治下に

おくことであると考える。」（48頁） 

主権を奪ってしまった時のダレスの危惧として豊下は、①沖縄での主権奪還闘争がはじ

まる。②ソ連が沖縄の主権が日本にあることを求める。③国連が沖縄とその住民の問題を

扱う。④米国がごまかしによって沖縄の主権を事実上獲得したと非難される、という 4 点

をあげています。 

 

国連の信託統治制度 

ここで、国連の信託統治制度について触れておきましょう。国連憲章、第 12 章 国際信

託統治制度は、第 75 条から 85 条まであります。もともと国際信託統治は、ルーズベルト

が、ヨーロッパ諸国の植民地を、民族自決の原則に基づいてどう処理するかという問題意
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識から提案したもので、例えばもともとフランス領であったインドシナが日本の占領から

解放された段階でふたたびフランスに返されるべきではない、と考えて、これを国際信託

統治のもとにおくことの必要性を訴えていました。（51頁） 

このルーズベルトの構想を背景として、1942 年 2 月には国務省内に、植民地問題に関す

る政策立案を担うべく戦後外交政策諮問委員会の下部組織として政治小委員会が設けられ、

ここで、ヨーロッパ帝国主義を弱めることを念頭に、自治が準備されていない従属地域に

は国際信託統治に置かれることなどを規定した「国際信託統治に関する立案文書」もまと

められ、42年から 43年にかけては信託統治下におかれる従属地域の自治から独立への移行

が議論の焦点となりましたが、やがて、従属地域の不安定さがアメリカの安全保障に脅威

となる場合、といった安全保障の問題が大きな比重を占めるようになっていきます。（51頁） 

その結果、例えば対日戦争でマーシャル群島を制圧した米軍が、軍によりこれを併合し

ようという意志が表明されたときに、国務省が待ったをかけ、単独の奪取は植民地主義と

いう非難を受けることを警戒しました。これは米国による国際信託統治構想が脱植民地化

を装うことで、基地の確保を可能とするための手段として位置づけられていると豊下は述

べています。（52頁） 

米国は、英国の植民地であり、独立戦争によって独立したという歴史的経過があり、従

属国に対するあからさまな植民地支配は避けていました。その代わりに従属国や従属地域

には米軍基地を置き、それによって従属国や従属地域に影響力を与えるという基地帝国で

あり、その地域に基地を置くことが最優先課題だったのです。 

 

２．第３章 「三条失効」論 

 

１）先例としての「奄美返還」 

 

奄美と沖縄の分離 

 1952年 8月 15日、米統合参謀本部のポスト講和期における米国の対沖縄政策で上げられ

た選択肢は次のようなものでした。 

 ①現状維持、②信託統治、③基地協定を維持したうえでの返還、④日本との共同主権、

⑤米国への併合（88頁） 

 ダレスも指摘しているように、「第三条によってアメリカに与えられた権利と特権をいか

様に行使するかについては米政府の意見が煮つまっておらず」（88 頁）という状況でした。 

 信託統治のデメリットとして、日本が国連に加盟した場合、国連の加盟国となった地域

には信託統治は適用されないという憲章第 78条の問題などが意識されていました。 

 この時は現状維持を選択しています。（89頁） 

 1953年時点での米国政府の認識は次のようなものでした。 

「（ダレスは）そこでの統治が『厳しい戦時の性格と帯びており、その結果沖縄の人たち

の 90 パーセントが米国を憎んでいる』と指摘し、『時代遅れの戦時指令を取り除いて文民

統治に移行させる』ことによって事態を改善させるべきと主張した。」（92頁） 

 このような現状認識から、奄美は基地としての重要性が低いので、返還すべき、という

見解が形成されていきます。 

 

日米間の交渉 

 8月 8日、吉田と会談直後、ダレスは声明を出し、日本政府と合意できれば、奄美に対す

る諸権利の放棄する意志を明確化しました。（94頁） 

 返還をめぐる軍部と国務省との意見対立は、日本に返還して、緊急事態の時に日米合同

委員会などの手続きを待っていられない（軍部）、というものであり、これが沖縄は返還し

ないという米国の本当の理由ですが、奄美返還では密約で軍部の意見を反映させます。（95

頁） 
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 10月末に妥協しましたが、それは次のような内容でした。 

 「奄美に関して特別協定を結ぶことは避け、代わりに日米間の交換公文のなかで、『奄美

群島と沖縄との間に存在する特別の戦略的関係を日本が認める』との一文を記し、それに

併せて『非公開の議事録』において、空域と領水へのアクセス、土地の調査をおこなう権

利、レーダーシステムを妨害する装置の除去、レーダーシステムの保護、将来必要となる

新たな施設の確保などを明記する、というものであった。」（95～6頁） 

 1953年 12月 24日、奄美返還協定が調印されました。 

 返還協定にともなう日米合同委員会で「秘密議事録」が作成されました（英文は公表さ

れている）。これは沖縄返還時の密約の先取りでした。（97頁） 

 

ブルースカイ・ポリシー 

 奄美と違い沖縄を従来通り米軍の支配下におくことの日本国内の反対運動や、その他の

諸国が抱いている疑問に対応できる論拠が必要だという認識に達したダレスは、返還調印

後の記者会見で次のように述べました。 

 「極東に脅威と緊張の状態が存する限り」、米国が「現在の権限及び権利を引き続き行使

することが、アジアおよび世界の自由諸国の平和と安全保障への協力が成功するために肝

要であると信じる」（99～100頁） 

 これが、ブルースカイ・ポリシーと呼ばれるもので、極東での緊張がなくなり、いわば

青空がよみがえるまで、沖縄の現状は変更しないという新たな見解を表明したのです。 

 

三条の文脈の破壊 

 すでに指摘したように、三条は、米国が沖縄を信託統治のもとにおくことを国連に提案

するという前段と、それを前提にそれまでは米軍が沖縄に対する施政権を行使するという

二段階の構造となっています。  

 豊下は、米国が「信託統治の提案を行わないという意思決定を下す一方で、米国が無期

限の沖縄支配を宣言するということは、あたかも前段が存在しないかのように振る舞うこ

とを意味しており、後にくわしく論じるように、三条の失効という大きな批判を巻き起こ

すこととなった。」（101 頁）と述べて、国会での三条失効論について論じています。これに

ついては紹介しませんが、豊下は、ダレスの「ブルースカイ・ポリシー」＝「極東に脅威

と緊張の状態が存する限り」は三条に記載がなく、これで米国の立場を補強することはで

きない、と述べています。 

 これらは、沖縄支配の国際法上の根拠の喪失を意味し、米国もそれに気づいていました。 

 米国は奄美は返還したが、沖縄は応じないということの意味、一切の制約なき軍事行動

の自由を沖縄において確保することの意味について、豊下は次のように述べています。。 

 「何十万という膨大な数の住民を“無憲法状態”におくことが『自由世界』の安全保障

を確実なものにする大前提だ、という論理そのものである。」（103頁） 

 この矛盾をダレスは「日本はアジアにおける安全保障を高めるために必要な義務を何ら

果たそうとしていない」（104 頁）と変化球を投げました。これは明らかな論点ずらしでし

た。 

 「とはいえ、沖縄の返還問題と、再軍備・防衛力の増強による日本の『自由世界』への

軍事的貢献の問題とをリンクさせる論理が、この後の日米関係を呪縛していくこととなる。」

（104頁） 

 

２） 土地収用をめぐる国会論戦 

 

軍用地の収用問題について 

講和以降、60 年の安保改定までは、国会で日本の安全保障や、沖縄の米軍支配に関する

議論がなされています。豊下はそれらについて詳細に紹介していますが、ここでは、「琉球
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諸島住民の実情」が国会で報告され、その後朝日新聞が沖縄特集を行って、日本で初めて

沖縄問題が世論の関心事となった経過についてだけ紹介しておきましょう。 

まず、米国が沖縄での基地増強のための予算を計上したことから、沖縄では基地予定地

の米軍による強制的な土地収用が行われました。これが国会で取り上げられたのです。 

 「さて、沖縄の返還問題を日本への『不信』の問題とリンクさせる論理が国会で展開さ

れていた当時、沖縄では米国による支配の前提を揺るがすような事態が生じていた。それ

が、米軍用地の強制収用問題である。米国政府は、中国の国共内戦で共産党勢力の勝利が

時間の問題となってきた 1949年 7月に、翌年度予算で沖縄の軍事施設費を計上することを

決定し、沖縄での本格的な基地建設に後出した。問題は、基地建設のための土地収用であ

った。」（115頁） 

 沖縄統治の原則は、日本の降伏以前の 1945 年 4 月 5 日に公布された米海軍政府布告第 1

号（ミニッツ布告）でした。占領軍としての戦時行政が継続していて、土地収用も地料支

払いや、損害賠償もなしでした。 

 講和後の 53 年 4 月に「土地収用令」が公布され、「米軍が白羽の矢を立てた土地は、地

主の意思にかかわらずいつでも権利を獲得できる」（116頁）ようになりました。 

 「これに対し、同年 5 月 5 日には立法院が土地収用令の撤廃要請を決議するなど抵抗運

動が盛り上がったが、米軍側は各地に武装米兵や戦車さえも出動させて強制的に土地収用

を進め、沖縄本島でいえば 56 年 3 月末までに総面積の約 12％が、伊江島では 67％以上が

軍用地として米軍に接収された。」（116頁） 

 このような事態の進行を受けて、1954年 2月 17日、衆議院外務委員会で、琉球諸島住民

の実情についての参考人からの意見聴取が行われたのです。  

 沖縄出身元大蔵官僚の神山政良が参考人として発言しました。（116頁） 

1952年 2月 29日の「琉球政府設立に関する布告」は文面は民主主義的だが、米民政府は、

拒否権を持っていた。立法権は立法院に属するとか、行政権は行政主席に属するとか、基

本的自由は公共の福祉に反しないかぎりこれを保証するとかの文言があるが、拒否権を米

軍が持っていた、と述べた後、次のように指摘しています。 

「ほんとうの立憲政治は行われておりません。相かわらず軍政府のもとの独裁政治とい

うものになっております。」（117頁） 

1953 年 4 月 1 日の立法院の選挙で、米軍当局の反対した候補者が当選したら、その選挙

は無効とされたし、行政主席はまだ公選が行われていないのです。 

「実際の価格の約一割か二割くらいにしかならない」「収用の仕方が非常に乱暴である。」

（117頁） 

沖縄の悲惨な状況が全国的に知れ渡ったのは、後で述べる 1955年 1月に朝日新聞が「米

軍の『沖縄民政』を衝く」という特集記事を掲載して以降のことでした。（118頁）しかし、

国会ではすでにみたように一年近く前からその実情が明らかにされていたのです。 

改進党並木芳雄が質問で、安保条約のもとで沖縄も本土並みにすることをアメリカが拒

否する理由を問いました。 

これに対する岡崎外相の答弁は、本土では憲法が施行されており、表現の自由や報道の

自由、デモや集会の自由があり、基本的人権が保障されているので、これが沖縄に持ち込

まれると米軍の行動に重大な制約が課されることになり、米国は沖縄の現状を死守したい、

というものでした。  

日本本土での抗いは、石川県の内灘での反基地闘争があり、そして決定的だったのが、

ビキニ環礁での核実験で、第五福竜丸が被爆し、広範な反核・反米運動が起きたことでし

た。海兵隊は本土から沖縄に移駐し、沖縄は核の島として要塞化されることになります。 

1954年 4月 30日、立法院で「軍用地処理に関する請願決議」が採択されました。一括払

い反対、土地の完全補償、米軍による一切の損害の適正賠償、新たな土地の接収反対、の

四原則が掲げられました。 

1954 年末に吉田政権が崩壊し鳩山政権が成立します。そして、翌年朝日新聞の特集がは
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じまるのです。（120頁） 

 

朝日新聞の沖縄特集の衝撃 

朝日特集の背景について豊下は次のように述べています。 

1954 年 1 月に那覇在住の米宣教師オーティス・ベルが米雑誌に「沖縄住民に対してフェ

ア・プレイを」という米軍批判の論文を投稿、これを読んだ国際人権連盟議長でアメリカ

自由人権協会の設立にもかかわったロジャー・ボールドウィンが目にしたことであった。

彼は占領期にマッカーサーの顧問として来日し、日本の自由人権協会の立ち上げに寄与し

た。このような経過があって、ボールドウィンは、自由民権協会に沖縄の人権問題を調査

するように依頼。10か月にわたる協会の調査の成果が特集記事となった。（120 頁） 

この経過を見ると、日本人が、沖縄の調査をしようという発案すらできなかったこと、

米国は、まずは調査から手を付けるという手順を確立していることがわかります。 

それはさておき、その反響に驚いた米極東軍総司令部が 3日後に反論します。 

朝日が再反論し、多くのメディアも特集記事を組んだことで本土において沖縄問題をめ

ぐって世論が大いに喚起されることになりました。 

1955 年 1 月末にはカルカッタでアジア法律家会議が開催され、沖縄における人権問題が

討議され、沖縄問題は国際的な広がりを見せました。 

 ボールドウィンの問題意識は、政治的立場は反ソ・反共ですが、共産主義者のプロパガ

ンダに利用されないために正当な手続きと民主的協議というアメリカの原則を実行したと

しても軍事的安全が脅かされることはない、というものでした。1956年 12月那覇市長選で

瀬長亀次郎が当選すると、米軍当局は追放処分にしましたが、これにも彼は批判していた

のです。 

 「つまりボールドウィンが問うたのは、安全保障を理由に、なぜ人権や民主主義が抑圧

されねばならないのか、という根本問題であった。実は、これこそが沖縄問題の核心に位

置する問題であり、米国ばかりでなく、日本政府に対しても正面から突き付けられる問題

に他ならなかった。」（123 頁） 

 こういう問題を受け止めることは、官僚支配によって臣民化された日本人にとっては恐

ろしく苦手です。日常会話で政治のことを話題にできないというような関係性では、受け

止められません。日常生活からの変化が求められています。 

 

３．国連加盟と安保条約の改定 

 

国連当局と話し合うべき問題 

 1956年 12月 18日の国連総会で日本の加盟が認められました。国連憲章第 78条信託統治

制度は、加盟国となった地域には適用しない、が現実のものとなったのです。（142頁） 

 「日本が国連に加盟するならば、右の規定によって沖縄には信託統治は適用されず三条

は失効するのではないか、という問題である。」（142 頁） 

 この三条失効論は、日本の国会で活発に議論されましたが、米国でも問題の深刻さが認

識されていました。（149頁） 

 米統合参謀本部 1952年 8月 15日にまとめた、「ポスト講和期」の沖縄政策に関する覚書

で、78条の規定を上げ「講和条約三条が信託統治を前提としている以上、『もし日本が国際

連合のメンバーとなるならば、〔三条は〕挑戦と無効化の対象となるであろう』と指摘して

いたのです。（150頁） 

 また、日本の国連加盟後 1957 年 1 月 7 日、「国務省のロバートソン次官補はダレス長官

あての覚書で、『日本は国際連合の中のアフリカ―アジア・グループのリーダーになるとの

希望をもって同ブロックとの関係を急速に強めるであろう』との警告を発した。」（150 頁） 

 早くも米国にとって日本は地域覇権国への歩みを始めようとしている、と認識されてい

たのです。また対米従属をよしとしない日本の石橋政権への警戒は相当なものでした。 
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 1957年 2月 25日、岸が首相になります。岸は親米とみられていますが、沖縄では返還に

向けて独自に動いていました。 

 

沖縄住民の血の叫び 

 政府は米国の沖縄政策を第三条によって正当化してきましたが、これを維持することが

困難になってきていることが国会の論戦でも明らかにされていきます。 

 岡田春夫の質問にたいし、岸は法律論としては認め、米国にとっては政治的な問題であ

ることを強調しました。このような政府の認識に加えて、1954年の沖縄の事情報告に続き、

1957年 4月 16日、衆議院法務委員会での社会党の佐竹晴記の視察報告がなされました。そ

の報告は、1955年 3月 11日の伊江村真謝区での軍用地接種の実情でした。 

 「この島は米軍の血によってあぶなった島であり、君たちは三等国民だから黙れと言っ

て相手にしない、米兵士がピストルを突きつけたので、恐怖のあまり区民はただおろおろ

と逃げまもるのみで、なすべきすべを知らなかった」（158頁） 

 以下に豊下からの引用で、この問題の重要性を確認しておきましょう。 

 「ところで佐竹は、『沖縄住民の血の叫び』として久志村辺野古、伊佐浜、伊江村真謝の

三つの地区の事例を明らかにし、岸はそれを『悲痛な言葉』として聞いたわけであったが、

こうした具体的な事例が国会で明らかにされ議論されることは、きわめて重要な意味をも

っていた。なぜなら、ここにこそ沖縄問題の本質が現れているからである。」（160頁） 

「とすれば、そもそも米国はなんのために戦い、いかなる価値を実現するために軍事作

戦を展開するのであろうか。80 万人の人々を『自由主義』『民主主義』『民主的なルール』

の外に追いやって戦われる戦いとは、いかなる意味をもつのであろうか。自由と民主主義

を守る戦いのために自由と民主主義を抑圧する、しかもそれを、組織的かつ大規模に長期

にわたって実施するという“究極の逆説”が、他ならぬ沖縄に生み出されることになった。

こうした背景があるからこそ、実に皮肉なことに米国は、共産主義者による『植民地主義』

との批判キャンペーンに、過敏なほどに反応せざるをえなかったのである。」（162頁） 

この豊下の問題提起は、現在の日本が、安全保障に関して憲法を超える拘束力によって

支配されている、という現実を踏まえれば、今あえて熟慮すべき課題です。 

 

安保条約改定に向けて 

 岸首相の下で安保条約改定の交渉が行われました。1957年 4月 10日、岸・マッカーサー

駐日大使と非公式の会談をし、訪米に向けての準備でこれ以降数回の会談を重ねました。

会談で岸は、国民感情の悪化により、10 年のタイムリミットを話題としました。この報告

を受けたダレスは直ちに干渉します。駐日大使は交渉しているわけではない、会談を減ら

すべき、という指示をしたのです。ダレスは日本の中立主義的立場を懸念していました。 

 1957 年 6 月 19 日、岸・アイゼンハワー首脳会談で、岸は、①三条に 10 年のタイムリミ

ットを設ける。②沖縄における米軍基地の必要性は認めるが、基地のために施政権の全部

を米国が保持することは理解できない。土地問題は深刻である、と述べました。 

 これに対して、アイゼンハワーは、日本が共産主義と戦う真のパートナーになる精神力

を持つことの要請。人口密度の高い国に外国軍が存在することによってきわめて深刻な問

題が引き起こされていることは認識している。侵略があったときに日本からの干渉を受け

ることなく迅速に反撃できること、それだけだ。（170 頁）と返しました。 

 6 月 20 日からのダレス国務長官との会談では、ダレスが沖縄の問題は、軍人が必要とす

る自由、軍事計画を作る上において他から拘束されない自由だと主張。 

 岸は、「防衛整備計画を着実に遂行しつつあると応じたうえで、日本の防衛略の増強と国

連加盟によって日米関係は安保条約締結時とは異なった段階に入ったと述べ、両者の新た

な協力関係の構築の必要性を説いた。」（172頁） 

 ダレスは、奄美と違い、沖縄での米国の支配を放棄するいかなる可能性もない、と強硬

に主張したので、岸は沖縄返還要求を口に出せずじまいでした。（172頁） 
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 岸の訪米によって、ダレスは日米関係の大きな変化が起きたことを認め、「建設的な時代

の始まり」だと褒めあげました。（175頁） 

 会談で、沖縄に対する日本の潜在的主権がはじめて公式にみとめられましたが、ブルー

スカイ・ポリシーの原則が、日米共同声明において明文化されました。これによって施政

権の返還要求は事実上凍結されることとなりました。（176頁） 

豊下は、この交渉で、岸がパワー・ポリティクスを欠落指摘しています。講和条約第三条

もその性質上暫定的なものだということで、これを共同声明に盛り込むよう努力すべきで

あったし、国連カードを切るべきだった。  

 「日本が国連に加盟してから初の日米会談において、日本政府はパワー・ポリティクス

の“常識”を欠落させた外交を展開し、これ以降大きな負債を背負い込むこととなった。」

（183頁） 

 ブルースカイ・ポリシーは、1967年 11月の佐藤・ジョンソン共同声明で削除されるまで、

両国間の公式表明でもちいられ、日本による沖縄の施政権返還要求を封じ込める役割を果

たすことになりました。（183頁） 

 

４． 沖縄返還 

 

「政府統一見解」と沖縄返還 

“虚偽発言”から「密約」へ 

 佐藤首相は、日米首脳会談での池田の虚偽発言を批判し、自らは米国に対して正面から

沖縄返還を要求していくと言っていました。 

 池田が病に倒れた後、65年に政権を握った佐藤は、65年以降沖縄問題に取り組み、69年

11 月のニクソン大統領との共同声明を経て、72年 5月に『核抜き・本土並み』の一括返還

を成し遂げました。（256頁） 

 「ところが、実に皮肉なことに、池田の“虚偽発言”を批判した佐藤が、返還にあたっ

て『核密約』『財政密約』といった重大な「密約」を取り交わしていたことが、その後明ら

かになってきた。」（256頁） 

 佐藤はなぜ密約を結ぶような関係に入り込んだのでしょうか。 

 豊下は、講和条約第三条についての政府統一見解が問題だったと主張しています。 

 ダレスが講和会議で言及した「潜在主権」、これが沖縄返還の足掛かりになったことは間

違いない。 

 「ところが、この『潜在主権』の前面に立ちはだかったのが、他ならぬ講和条約第三条

である。前述したように、佐藤政権は 65年 9月 7日に『政府統一見解』を発したが、そこ

では、『米国が、信託統治の提案を行わないことをもって、同条違反であるとか、米国によ

る施政権行使の根拠が失われたとかいうことはできない』との見解が示された。これでい

けば、講和条約三条は、米国による沖縄の事実上の“無期限支配”を法的に根拠づけたも

のとなる。」（257頁） 

豊下は、政府統一見解の問題点を次のように指摘しています。 

 三条失効の局面はいくつか存在した。①奄美返還の時の、アイゼンハワーが打ち出した

「ブルースカイ・ポリシー」時に、これは三条には書かれていないという問題。 ②1956

年末に日本が国連に加盟したとき。この時の国会での議論。信託統治論の破綻。 ③1960

年 12 月の国連の「植民地独立付与宣言」、これらの局面で日本政府は外交的努力をしなか

った。 

 では佐藤は何を根拠に沖縄返還を求めたのでしょうか。 

 それは沖縄住民と日本国民の「強い願望」でこれに米国が応えてくれることを期待、と

いうものでした。（261 頁）これは、政府統一見解にある「日米友好関係を背景とする日米

間相互信頼に基づき解決を図るべき問題である」という立場でした。（261 頁）これが、67

年 11月のジョンソン大統領との二度目の会談で佐藤が切ったカードでした。  
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 11月 15日の日米共同声明から「ブルースカイ・ポリシー」への言及が消えました。その

理由は佐藤が切ったカードにあると豊下は指摘しています。 

 佐藤のアメリカでの演説。「沖縄が日本本土に復帰することと、沖縄の基地がその機能を

有効に果たすことは決して矛盾するものではない」（264頁） 

 つまり「沖縄が返還された後も、米軍の軍事拠点としての沖縄が占領期同様に機能する

ことを日本が保障するような枠組みで沖縄の返還を図る、という路線で突き進んだわけで

ある。」（265頁） 

 核密約と財政密約を結ばざるを得ない必然性がここにあったのです。 

 

Ⅳ．日本の安全保障の課題 

 

１．日本政府は、現在独自の外交を展開する能力を欠落させている。 

２．ブルースカイ・ポリシーを逆手に取った、緊張緩和の外交的努力こそ求められている。 

３．その際の安全保障のカギは日本社会と経済のより良い進路の提示にかかっている。 

４．冒頭で上げた今後の課題の解明が求められている。 

1955年～1980年代末 対米従属の下での経済の高度成長 

 米国との貿易摩擦 

 為替の是正 プラザ合意 

1990年～現在 対米従属の下での経済停滞 

日本は今や国家破産の状況にある。これに対応できる緊急の政策提言が求められている。 






